
●
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業

の
条
例
の
制
定

　

職
員
が
、
外
国
で
勤
務
等

を
す
る
配
偶
者
と
３
年
を
限

度
と
し
て
生
活
を
共
に
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
休
業
制

度
を
盛
り
込
ん
だ
条
例
を
制

定
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
の
人
員
、
運
営
の
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ

り
、指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
の
指
定
や
更
新
、
指
定
内

容
の
変
更
届
、
体
制
届
の
受

理
、
実
地
指
導
等
の
事
務
は
、

平
成
30

年
４
月
１
日
以
降
、

市
町
村
が
実
施
す
る
こ
と
と

さ
れ
、
高
知
県
か
ら
市
町
村

へ
の
権
限
委
譲
に
よ
り
、
新

た
に
制
定
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
佐
賀
町
同
和
小
口
資
金
貸

付
基
金
条
例
を
廃
止

　

新
た
な
貸
付
の
実
施
が
な

い
な
ど
基
金
制
度
の
必
要
性

が
な
い
た
め
の
廃
止
。

可
決
（
全
員
）

●
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
量

の
見
込
み
等
を
踏
ま
え
て
、

介
護
保
険
料
な
ど
が
決
定
さ

れ
る
。

　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
平

成
30

年
度
か
ら
平
成
32

年
度

ま
で
の
第
７
期
介
護
保
険
事

業
計
画
の
策
定
に
よ
る
条
例

の
一
部
改
正
。

可
決
（
多
数
）

反
対 

宮
地 
葉
子
議
員

　

介
護
保
険
会
計
が
年
々
苦

し
く
な
る
根
本
的
な
問
題
は
、

国
が
社
会
保
障
費
予
算
を
削

っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

高
齢
化
が
進
む
中
、
国
に

社
会
保
障
費
を
上
げ
る
よ
う

に
声
を
あ
げ
て
い
か
な
け
れ

ば
、
根
本
的
な
解
決
に
は
な

ら
な
い
。
行
政
も
税
金
の
値

上
げ
は
苦
渋
の
提
案
だ
っ
た

と
思
う
が
、
町
民
が
介
護
保

険
料
を
払
わ
な
い
と
行
政
が

大
変
と
な
り
、
払
う
と
町
民

の
暮
ら
し
が
大
変
に
な
る
。

　

地
方
自
治
体
は
、
国
の
政

治
か
ら
の
防
波
堤
と
な
っ
て

住
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
り
、

福
祉
の
向
上
に
努
め
る
原
点

を
追
求
す
る
べ
き
だ
と
考
え

て
、
介
護
保
険
料
の
値
上
げ

に
は
反
対
す
る
。

●
教
育
研
究
所
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正

　

教
育
研
究
所
が
教
育
委
員

会
部
局
と
共
に
新
庁
舎
へ
移

行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

位
置
を
改
め
る
も
の
。

可
決
（
多
数
）

Ｑ 

藤
本 
岩
義
議
員

　

教
育
研
究
所
が
１
月
９
日

に
新
庁
舎
に
移
っ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、「
こ
の
条
例
を
公

布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成

30
年
の
１
月
９
日
か
ら
適
用

す
る
」
と
す
る
方
が
整
合
性

が
出
る
の
で
は
。

Ａ 

松
田 

副
町
長

　

実
際
、
１
月
９
日
以
前
に

条
例
の
提
案
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
今
回
、

遅
れ
た
上
程
と
な
っ
た
。

　

公
布
と
適
用
を
ず
ら
す
と

い
う
方
法
も
あ
る
が
、
１
月

９
日
に
移
行
し
て
い
る
の
で
、

条
例
の
提
案
の
仕
方
に
つ
い

て
は
、
こ
の
方
法
で
ご
理
解

頂
き
た
い
。

●
在
宅
介
護
手
当
の
支
給
の

条
例
の
一
部
改
正

　

名
称
変
更
、
介
護
者
の
明

確
化
、
支
給
期
間
等
の
改
正

が
必
要
な
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

賛
成 

坂
本 

あ
や
議
員

　

こ
の
改
正
は
、
申
請
の
翌

月
か
ら
が
期
限
月
と
な
っ
て

い
た
も
の
が
、
提
出
月
も
含

ま
れ
る
。
ま
た
、
死
亡
し
て
介

護
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場

合
、
そ
の
月
は
認
定
月
と
す

る
改
訂
だ
。
た
だ
、
支
給
日
の

改
正
に
は
ま
だ
至
っ
て
お
ら

ず
こ
れ
か
ら
努
力
が
必
要
と

思
う
。

　

徐
々
に
、
こ
う
し
た
介
護

を
さ
れ
る
方
々
へ
の
配
慮
あ

る
政
策
へ
の
改
正
に
つ
い
て

は
賛
成
す
る
。

３
年
を
限
度
に

配
偶
者
同
行
休
業
が

貸
付
の
実
施
な
く

　
　
　

制
度
不
要
に

介
護
保
険
の

　

事
業
計
画
策
定
で

新
庁
舎
に
移
転
で

　
　
　

位
置
の
変
更

名
称
変
更
や

　

介
護
者
明
確
化
を

県
か
ら
市
町
村
へ
の

　

事
務
権
限
移
譲
で

条
例
の
制
定

条
例
の
廃
止

条
例
の
一
部
改
正

条
例
の
制
定
・
廃
止
と

　
　
　
　
　
　
　
　

一
部
改
正

　

上
位
法
の
改
正
や
消
費
税
等
の
取
扱
い
の
明
確
化
、
及
び
新

庁
舎
や
佐
賀
保
育
所
の
移
転
な
ど
に
伴
う
条
例
の
制
定
、
廃
止
、

一
部
改
正
を
す
る
も
の
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